
交付金事業実施状況報告及び推進事業実績報告並びに基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等）

（単位：円）

２．消費者行政決算見込み額及び今年度の支出等額
（単位：円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

％

別　紙

1,688,000           

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

38,851,000         38,851,000       

-                       -                     

108,294,000     合計

44,933,000         ６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

18,752,000         

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

４.消費生活相談体制整備事業

142,216,537                                                              

うち、先駆的事業 -                       

1,688,000         

295,000              

７.消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

-                       

事業名（事業メニュー）

-                       

63,685,000       

47                                                                  

47                                                                  

％

471,000           

3,599,000         

支出等額（先駆的事業（交付金）を除く。）

-                       -                     

108,294,000                                                              

3,304,000           

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

108,294,000                                                              

61,378,000       

％

都道府県 市町村 合計

-                       471,000              

-                       -                       

消費者行政決算総額（見込み）

支出等額

39                    

88,241,000                                                                

-                     

46,916,000       

支出等割合

230,457,537                                                              

％支出等割合（先駆的事業（交付金）を除く。） 39                    



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

用語

４．消費生活相談体制整備事業

人 人時間／年

人 人時間／年

人

人

人 円

人 円

1

県 1

25

対象人員数
（報酬引上げ）

管内市町村

対象人員数計 追加的総費用

管内市町村

25

29,064

人日

追加的総業務量（総時間）

1,688,269

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

自治体参加型

人

人日

県

県

35,703,000

人

管内市町村

人日

事業実施自治体

1,464

【交付金】三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、五泉市、阿賀野市、聖籠町
【基金】燕市、糸魚川市、妙高市、魚沼市、胎内市

人人

法人募集型

管内全体の研修参加・受入（実績）

人日



５．都道府県が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：円）

946,000 4,058,000 46,916,586 35,000,000 29,996,000 

交付金等対象経費

41,898,000 

1,272,000 1,272,000 349,920 349,920

6,264,000 2,206,000 4,058,000 3,248,517 3,248,517

25,184,000 25,184,000 41,334,598 37,262,563

1,957,000 1,011,000 946,000 1,688,269 742,000

323,000 323,000 295,282 295,000

事業経費
交付金等対象経費

28年度
補正予算

29年度
本予算

基金
（交付金相当分）

29年度
本予算

28年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

- 

【交付金】市町村支援のため相談員等の専門事例研修参加費

【交付金】市町村の取組支援のための消費者行政担当者の配置

【交付金】高齢者等被害防止や消費者教育推進、啓発のための事業費

【交付金】関係団体との連携による消費者行政推進、見守りネットワー
ク構築支援等のための事業費

【交付金】事業者指導強化のための研修会開催等

5,018,000 

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

946,000

4,072,000

事業の実績事業計画

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

合計

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

事業（実績）の概要事業名（事業メニュー）

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

事業経費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑯消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



６．推進事業及び活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

対象経費（実績）

【交付金】旅費272,482，負担金22,800

【交付金】非常勤職員雇用１名　１２月　賃金1,473,760  共済費等214,509

事業強化・機能強化の成果

【交付金】
・新たな原産地表示制度に関する説明会開催資料の作成(需用費 349,920)

移動相談会の開催や、見守りネットワーク構築のための情報交換会の開催、啓
発資料の配付などに取り組むことにより、市町村の消費者行政の推進、見守り
ネットワーク構築に向けた支援を行うことが出来た。

【交付金】
 ・市町村や関係団体との連携による消費者行政推進事業の実施、見守りネットワークの構築･充実･強化に向
けた事業
　　事業のコーディネート(委託費 1,532,750）
　　ネットワーク構築等に向けた学習会等の開催（委託費 148,541)
　　事業実施時における職員旅費(2,948)
　　県設置見守りネットワーク会議開催(会場費26,250）
･関係団体への資料提供（需用費 539,028)
・消費者問題に取り組む団体との連携による消費者団体訴訟制度の周知(委託費 999,000)

・関係団体による見守りネットワーク構築･充実等に向けた働きかけにより、見守る
立場の方への学習会等を実施する中で、市町村における見守りネットワーク設置
が実現するなど、県内におけるネットワーク構築が促進された。

・資料作成、配付により関係機関との連携による啓発などの活動の促進が図られ
た。

・消費者団体訴訟制度について広報を実施して制度を周知し、消費者被害の未
然防止･拡大防止を図った。

・消費生活サポーターの養成講座やフォローアップ講座の実施、また特別支援
学校の生徒対象の啓発講座実施に向けた学習会などを実施し、地域における
見守りの担い手として活動を行う人材を育成することができた。

・啓発講座主催者の意向や講座受講者に応じて、講座内容や講師をコーディ
ネートし、効果的な啓発講座を実施することができた。

・年金支給日に金融機関等において啓発活動を行い、受給者本人だけでなく、
見守る家族等に対しても啓発が図られた。

・消費者教育の推進に向け、高等学校の部会研究委員会への研究委託を実施
し、教育関係者の理解促進と学校における実践的な消費者教育への取組を図っ
た。

・消費者関係団体や関係団体のネットワークとの連携により、各年代層に応じた
講座の開催や、消費者問題に応じた周知啓発の取組（講座、啓発活動など）が
充実した。

・消費者被害防止と相談窓口(188)周知のため、各種啓発用品等を作成し広く配
布を行って窓口周知を図った。また、若者への啓発のため、ウェブ広告を活用す
るなどして、消費生活センターの周知を図ることができた。

相談員等が専門事例研修参加等により得た知識やノウハウを他の相談員等に伝
達することで、市町村支援、相談対応の強化が図られた。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

【交付金】
・高齢者等被害防止
　地域における見守りの担い手養成、活動支援　（委託費6,237,134 旅費21,350)
  消費生活啓発講座コーディネート事業（委託費　2,388,074)
  年金受給者への被害防止･啓発事業（需用費975,906、ラジオ広報260,000)
　啓発資料作成（印刷代、発送代、版作成委託7,852,096)
　高齢者等被害防止マスコミ活用広報 (ラジオ 5,859,000、ＴＶ11,000,000)
・消費者教育推進
  消費者教育推進(高校家庭部会への調査研究委託 300,000）
  対象者別消費生活講座（委託費970,000、職員旅費 4,862)
  食から持続可能な社会の形成を考える学習会（委託費 743,000、職員旅費 420)
  新聞等による広報（広告掲載3,723,756)
　若者の消費者被害防止啓発（委託料 999,000)

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名（事業メニュー）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

⑯消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）



７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

年間研修総日数

年間研修総日数 人日

人日

人

人日

実績

年間研修総日数
自治体参加型

参加希望者数 参加者数

人

人

人日

人

法人募集型

事業計画

年間研修総日数

実施形態
研修参加・受入要望 研修参加・受入

実地研修受入希望人数 実地研修受入人数



８．今年度に管内の市町村が実施した推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：円）

16,295,000 

新潟市､長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附
市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内
市、聖籠町

事業経費

十日町市、五泉市、佐渡市､阿賀町

佐渡市

交付金等対象経費

207,000

基金
（交付金相当分）

事業の実績

交付金等対象経費

29年度
本予算

207,000

事業経費
基金

（交付金相当分）

29年度
本予算

28年度
補正予算

150,000

331,384 114,000

事業計画

150,480150,000

115,000

28年度
補正予算

3,304,0003,520,000 3,584,862

70,505,996 15,398,000 34,143,000 11,837,000 34,529,000 12,212,000 

3,021,000

72,573,000 

998,000

2,734,000

998,000

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附
市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内
市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村

151,000

17,860,000

2,963,016
三条市、新発田市、加茂市、妙高市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠
町、弥彦村、阿賀町

30,590,00065,000

3,914,000

8,533,00030,254,0008,692,000 46,781,117

2,684,00014,156,000 13,310,00016,695,137

1,809,000 1,760,000

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

47,300,000

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

327,000

実施市町村事業名（事業メニュー）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）

64,000

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

合計

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑭消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

【基金】燕市、糸魚川市、妙高市、魚沼市、胎内市
【交付金】柏崎市、三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、五泉
市、阿賀野市、聖籠町



９．推進事業及び活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の推進事業支出予定額 11．今年度の基金取崩し実績額

　 　

11,837,000                     

交付金相当分

専門相談員の配置･増員、相談員勤務日･時間の延長により、相談体制が整備･拡充･維持された。

円

事業強化・機能強化の成果の概要

弁護士活用による相談窓口の高度化が図られた。

・消費者教育推進のため，小学，中学生に消費者教育啓発冊子を配布，小学校の教員に「先生のための消費者市民教育冊子」を配布するなど消費者教育の重要性の理
解を図った。
・消費者トラブルによる被害防止のため、各種啓発資料の作成･配布や、消費生活講演会、出前講座等の開催、その他市町村ごとに必要な取組を行い､被害防止、消費者
啓発が図られた。

うち管内の市町村合計49,541,000            

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

・国民生活センターが開催する高齢者見守りに特化する研修に積極的に参加し、その研修内容を地域や庁舎内で伝達することで、高齢者の被害を未然に防止した。
・専門分野の知識等を習得しレベルアップが図られた。また、新規相談員に対し、積極的な研修参加を推奨し、相談員養成を行った。
・研修後に担当部署内で報告会を実施し､研修内容の共有を図った。

うち都道府県

11,837,000                     

円

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

円

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）

・弁護士･司法書士による消費生活･多重債務相談会実施等により､消費者相談会が拡充された。
・他団体と連携して啓発資料の作成及び街頭や高齢者世帯への配布を行い、被害防止への啓発が図られた。
・消費者安全確保地域協議会構成員への情報提供に務め、日常業務の中での気づきを高めてもらうことができた｡

⑭消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

96,457,000            

46,916,000            うち都道府県 円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

うち管内の市町村合計

交付金分

-                                   

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名（事業メニュー）

消費生活センターを設置し、相談体制機能の整備を図った。
相談窓口を開設し、相談体制の強化を図ることができた。また、購入した執務参考資料により､多様化･高度化する消費者問題に対応することができた。
購入した啓発物品を出前講座や年金支給日の街頭啓発等で配布し、消費生活センターの周知が図られた。

円



12．消費者行政決算見込み額（１）

13．消費者行政決算見込み額（２）

円

円 円

137,311,804     

85,000            

円

うち管内市町村

円

人

85,000

-                     

円

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

円

円

人

円

122,163,537         

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 48,650,000         

94,903,414      

うち先駆的事業

うち都道府県

人

円

円

232,215,218     

うち先駆的事業

-                        

人

80,838,537         

円

7                       

％

うち管内市町村

うち管内市町村

％

円

円

円

円

46,279,000        

-15,318            

9,842,586         

円

-637,000           

128,854,363      

-15,148,267      

8,880,586         

円

170,813,537        

円

人

円

82,575,363        

4,860,291         

-                     

-15,318            

-16,110,267      

-11,600,267      

円

-                     

962,000            

円

円

うち交付金等対象経費

円円

円

円

円

34.3

43.2

円

4,880,217         

円

-                     

円

-1,757,681        円

円

円

円

円

円

13,390,586        

4,510,000         

円

108,294,000         

69,682

円

円

対前年度差

78,398,414      

対平成２０年度差

46,916,000           38,035,414

①都道府県の消費者行政決算見込み額 円

円1,668,343

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算見込み総額

円

円

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出額割合

円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業

うち交付金相当分取崩対象外経費

61,378,000           

96,948,804 80,838,537

153,816,804     

38,982,29134,122,000 円

円

19,926              

88,241,000           41,962,000         

前年度平成２０年度

うち交付金等対象外経費 41,962,000

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等

今年度

円

円 円

59,641,174         

円

円142,216,537         円

円40,363,000 41,325,000

円

円

円

円

円

59,641,174

うち交付金等対象経費

230,457,537         

円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額 101,603,174        

円

101,603,174        

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 5                       

うち管内市町村

うち管内市町村

うち都道府県

円

38.8

うち都道府県

7

48650000

％

69,682                 

うち都道府県

人

5

円

-                    

④③を含めた交付金等対象外経費

うち都道府県

89,975,000         

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点）

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象経費

20,560,363        

21,197,363        円

35,790,343      

円円

円

40,670,560           

1,688,269

円

円

円

円

56,868,000

円



14．基金の管理（実績）

15．都道府県の消費生活相談員の配置について

16．都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

研修参加機会の確保

前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

今年度末実績

円

8相談員総数

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

円

人消費生活相談員の配置

処遇改善の取組 具体的内容

8

3,020                                   

今年度末実績相談員総数

前年度末の基金残高（交付金相当分） 20,131,480                           

前年度末 人

300,000,000                          

円

相談員総数 8 8

人 今年度末実績相談員総数 相談員総数

④その他

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

相談員総数 人

今年度末実績 相談員総数人 人

人

うち定数内の相談員

前年度末

①報酬の向上

円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）
　（※出納整理後の額を記載）

8,297,500                             

今年度の基金積戻し額（交付金相当分）

月額２００円の増額

相談員総数

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

人

円

11,837,000                           

設置当初の基金残高（交付金相当分）

円



17．管内市町村の消費生活相談員の配置について

18．今年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

【十日町市】平成29年度　消費生活相談の増加等に合わせ、相談員を２名に増やし、相談員の負担を軽減

③就労環境の向上

④その他 ○

②研修参加支援

○①報酬の向上

○
【十日町市】平成22年度　消費者協会に委託し、相談員として任用（平成23年３月で委託契約終了）
平成29年度　非常勤嘱託職員として任用（平成23年４月から配置）

人

前年度末

うち定数内の相談員 今年度末実績

・報酬単価の増額
【新潟市＋３，０００円】、【十日町市　平成２２年度　日額２７５０円(時給１１００円)→平成２９年度　月額２００，０００円(時給１６６６円)※国家資格を有する相談員】、【見附市　時給を770円→1,000
円に増(成績優秀者は820円→1,050円　】、【燕市　月額報酬3,000円増額】、【五泉市　厚生年金保険並びに健康保険適用対象者となる(H28～)】､【魚沼市 国家資格取得に伴い資格加算を
行い､賃金月額の号級を上げた】

旅費等の予算措置、年間計画による研修参加等(新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、妙高市、五泉市、阿賀野市、
佐渡市、南魚沼市、胎内市、聖籠町

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人相談員総数 49

人

○

50

前年度末 相談員総数

人

相談員総数 1うち委託等の相談員

今年度末実績

前年度末

うち定数外の相談員 45前年度末

人 今年度末実績相談員総数 1

消費生活相談員の配置 今年度末実績相談員総数

人相談員総数

3 人

相談員総数46 人

3相談員総数


